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外国人技能実習生日本語修得支援事業実施要領

財団法人 国際研修協力機構

２０１０年７月１日制定

第１ 目的

外国人技能実習制度において、技能実習生が我が国で安全かつ健康な生活を送り、産業上の技

、 。 、能・技術・知識を確実に修得するためには 日本語を習得することが極めて重要である しかし

技能実習生を受け入れる※中小企業にとっては、日本語教育のノウハウや設備が不十分であった

り、資金面での脆弱さにより日本語の専門教育機関を十分に利用できない実情もある。

このため、財団法人国際研修協力機構（以下「ＪＩＴＣＯ」という ）は、監理団体及び企業。

単独型受入れにおける中小企業(以下「監理団体等」という。)が技能実習生に対し本要領に基づ

く日本語教育を実施することにより、技能実習生の日本語習得が適切に図られることを支援し、

もって、外国人技能実習制度の円滑かつ適正な推進に資することとする。

なお、本事業の対象となる技能実習生に対する日本語教育は、監理団体を通じて受け入れる際

に必要とされる公的支援の要件（平成２１年法務省令第５３号）に該当するものとして取り扱わ

れる。

※「中小企業」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１号又は第２号

に掲げる中小企業をいう。

第２ 外国人技能実習生日本語修得支援事業の内容

監理団体等が、あらかじめ技能実習生入国後の講習における日本語教育に関する計画（本要領

第４の１ （５）①「講習実施予定表 ）を作成し、別に定める規程に基づきＪＩＴＣＯに登録さ． 」

れた日本語教育機関（以下「ＪＩＴＣＯ登録日本語教育機関」という ）に委託して、当該計画。

を実行した場合に 「中小企業日本語教育支援助成金」を監理団体等に支給するものとする。、

第３ 中小企業日本語教育支援助成金

１．支給対象者

本助成金の支給対象者は、技能実習生に入国後の講習における日本語教育を実施する監理団体

等とする。

２．支給基準
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本助成金は、２０１１年２月末までに終了した日本語教育を助成の対象とし、当該日本語教育

が次に掲げる要件すべてを満たす場合に支給するものとする。

（１）日本語教育を受講する者が在留資格「技能実習１号」で入国していること。

（２）日本語教育が入国後の講習の一部として、本要領第２に掲げる日本語教育に関する計画に

沿って実施されること。

（３）ＪＩＴＣＯ登録日本語教育機関の中から監理団体等の自由な選択により選定した日本語教

育機関に委託して行われるものであること。

（４）実効性のある日本語教育カリキュラムが作成されていること。

（５）日本語教育が通算して６０時間以上行われるものであること。

（６）原則として、１クラスの編成人数は２０名以内であること。ただし、この編成人数を超え

てクラス編成をすることに合理的な理由があると認められる場合には、この限りではない。

３．助成対象経費

本助成金による対象経費は、監理団体等が、ＪＩＴＣＯ登録日本語教育機関に日本語教育を委

託するのに要した経費(講師料及び教材購入費に限る。)とする。

４．支給額及び予算

本助成金の支給額は、日本語教育終了時の１クラスの技能実習生の人数規模に応じて、①１ク

ラスの人数が１名以上９名以下の場合は５，０００円に人数を乗じた金額、②１０名以上の場合

は一律５０，０００円を支給する。算出された支給額と比較し、ＪＩＴＣＯ登録日本語教育機関

への委託に要した経費(講師料及び教材購入費に限る。)の方が安価であった場合には、当該委託

に要した経費と同額を支給することとする。

なお、本助成金は、各年度のＪＩＴＣＯの予算の範囲内において支給するものとする。

第４ 手続

１．申請書類の提出
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監理団体等は、中小企業日本語教育支援助成金の支給を希望する場合には、入国後の講習を開

始する予定日の２ヶ月前までに、ＪＩＴＣＯに対し、次に掲げる書類（所定の様式を含む ）の。

提出をもって申請するものとする。ただし、本助成金受給を公的支援要件として、在留資格認定

証明書の交付申請を行う場合には、入国後の講習を開始する予定日の３ヶ月前を目途に申請する

ものとする。

（１）中小企業日本語教育支援助成金支給申請書（様式１号）

（２）日本語教育カリキュラムの写し

（３）日本語教育機関との委託契約書の写し

（４）日本語教育機関からの見積書の写し（講師料、教材購入費等内訳が記載されているもの）

（５）入国・在留申請関係書類

① 外国人技能実習生入国・在留諸申請用書式１０―６又は７「講習実施予定表」の写し

② 外国人技能実習生入国・在留諸申請用書式１０－１４「実習実施機関名簿」の写し

③ 外国人技能実習生入国・在留諸申請用書式１０－１６「申請人名簿（技能実習１号 」）

の写し

（６）その他、審査に当たってＪＩＴＣＯが必要と判断した書類

２．諸事項の記載

次に掲げる事項を監理団体等と日本語教育機関との間のカリキュラム、委託契約書、見積書の

いずれかに盛り込むものとする。

（１）監理団体等と日本語教育機関の名称、代表者、住所等に関する事項

（２）日本語教育の実施日程

（３）日本語教育を行う施設の名称

（４）受講予定の技能実習生の人数
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（５）クラスの数

（６）使用教材の名称

３．支給申請内容の承認又は不承認の決定及び通知

ＪＩＴＣＯは、中小企業日本語教育支援助成金の支給申請があった場合には、速やかに支給基

準に基づき本助成金の支給申請内容の承認又は不承認の決定を行い、当該申請をした監理団体等

に通知するものとする。

※承認通知を受けた後、何らかの事情で申請を監理団体等が取り下げる場合には、申請取下げ

書（様式２０号）等をＪＩＴＣＯに提出するものとする。

４．支給の方法

（１）監理団体等は、申請に係る日本語教育終了後２ヶ月以内（ただし、下記（２）に留意する

こと ）に、日本語教育機関と連携の上、ＪＩＴＣＯ所定の様式を含む次に掲げる書類を作。

成し、ＪＩＴＣＯに提出するものとする。

① 日本語教育実施報告書（様式５号）

② 助成金請求書（様式７号）

（ 、 ）③ 日本語教育機関からの請求書の写し 講師料 教材購入費等内訳が記載されているもの

④ 日本語教育機関へ支払った領収書の写し又は振込明細の写し

⑤ 日本語教育機関からの日本語教育実施報告書（クラス別の評価、到達状況 講習開始時、

と終了時における習熟度の比較等の説明資料を含む）の写し

⑥ その他、変更届（様式２１号）等、審査に当たってＪＩＴＣＯが必要と判断した書類

（２）ＪＩＴＣＯは、上記（１）の提出書類をＪＩＴＣＯが受領し、申請時の日本語教育カリキ

ュラムに照らして実施状況報告を確認した後、妥当と判断した場合には、中小企業日本語教

育支援助成金の支給を決定し、本助成金を監理団体等名義の口座に振り込むものとする。

ただし、会計年度内に全ての支給に関する事務処理を終了させるため、２月末に終了した

日本語教育までを支給の対象としており、また、監理団体等は遅くとも２０１１年３月１４

日までに請求手続を完了しなければならない。
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第５ 不正受給等に対する措置

ＪＩＴＣＯは、中小企業日本語教育支援助成金の支給を受けた監理団体等が次のいずれかに該

当する場合には、支給決定を取り消し、当該監理団体等に対して該当案件に係る支給金額を返還

させる旨の通知を行うものとする。この場合、監理団体等は、本通知受領日の属する月の翌月末

までにＪＩＴＣＯが指定する口座に返還金を振り込まなければならず、振込手数料については監

理団体等が負担するものとする。

なお、上記の取消措置を受けた監理団体等は、支給決定の取消を受けた日の当該年度中に本助

成金の支給を申請することができないものとする。

（１）偽り、その他不正な行為により支給を受けたとＪＩＴＣＯが認める場合

（２）支給の目的に違反する行為があったとＪＩＴＣＯが認める場合

第６ その他

１．実施要領の公表

本要領は、インターネット上のＪＩＴＣＯのホームページで公表するものとする。

２．施行期日

２０１０年７月１日から施行する。


